
　
　
　

一　
「
数
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
」
の
物
語

其
の
頃
世
に
数
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
な
む
、
伏
見
殿
と

て
崇
光
院
の
御
後
に
ぞ
お
は
し
ま
す
。（
二
三
一
頁（

１
））

　
『
池
の
藻
屑
』
巻
第
八
「
称
光
院
」
の
一
節
で
あ
る
。「
古
宮
」

は
、
崇
光
院
の
嫡
孫
、
貞
成
親
王
（
後
崇
光
院
）
で
あ
る（

２
）。
崇

光
院
は
、
四
代
前
の
帝
で
、
こ
の
時
点
の
今
上
帝
称
光
院
の
曾

祖
父
の
兄
に
あ
た
る
。
そ
の
孫
皇
子
で
あ
る
か
ら
「
古
宮
」
と

称
す
る
に
相
応
し
い
（
系
図
１
参
照
）。

　

こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』「
橋
姫
」
冒
頭
の

そ
の
こ
ろ
、
世
に
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
ぬ
古
宮
お
は
し
け

り
。（
一
一
七
頁（

３
））

を
準
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
宇
治
の
八
の
宮
の
皇
位

継
承
の
望
み
を
断
た
れ
た
境
遇
と
、
帝
の
嫡
系
で
あ
り
な
が
ら

皇
家
の
正
統
か
ら
外
れ
た
貞
成
親
王
家
の
運
命
と
が
重
ね
合
わ

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
池
の
藻
屑
』
に
は
引
き
続
き
「
古

宮
」
の
沈
淪
生
活
が
描
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も

「
昔
物
語
め
き
て
、
あ
ざ
り
（
阿
闍
梨
）
だ
つ
人
の
時
々
参
り

通
へ
る
に
ぞ
法
文
の
か
た
き
処
々
こ
と
わ
ら
せ
て
」（
二
三
二

頁
）
の
句
が
挿
入
さ
れ
て
、「
橋
姫
」、
宇
治
十
帖
の
世
界
の
投

影
が
鮮
明
に
な
る（

４
）。

　

ま
た
、
歴
史
物
語
の
先
行
作
品
『
増
鏡
』（
第
三
「
藤
衣
」）

に
も
酷
似
し
た
一
文
が
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
、
い
と
数
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
お
は
し
け

り
。
守
貞
親
王
と
ぞ
き
こ
え
け
る
。（
二
八
二
頁（

５
））

　
「
い
と
数
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
」
の
「
い
と
」
が
『
源
氏
』
の
「
世

に
」
と
異
な
る
点
を
重
視
す
れ
ば
、『
池
の
藻
屑
』
は
直
接
『
源

氏
物
語
』
を
引
承
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、『
増
鏡
』

と
も
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。

　

こ
の
三
作
品
符
合
に
つ
い
て
は
、
森
安
雅
子
の
精
査
、
詳
説

が
あ
る（

６
）。
森
安
は
、
後
花
園
帝
踐
祚
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
、

『
池
の
藻
屑
』
の
皇
位
継
承
史
構
図

　
　

―
―
編
年
史
的
側
面
と
「
世
継
」
―
―

福　

田　

景　

道

　

①
崇
光
院　
　
　

栄
仁
親
王　
　

貞
成
親
王　
　

⑥
後
花
園
院

　

②
後
光
厳
院　

③
後
円
融
院　

④
後
小
松
院　
　

⑤
称
光
院

　
　
　
　
〔
注
〕
○
内
数
字
は
、皇
位
継
承
順
を
示
す
（
以
下
同
じ
）

系図１
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後
崇
光
院
（
貞
成
親
王
）
著
『
椿
葉
記
』
を
主
と
し
て
『
続
太

平
記
』
と
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
も
典
拠
と
さ
れ
る
こ
と
を
明

示
し
た
上
で
、『
増
鏡
』
と
『
源
氏
物
語
』
と
を
踏
ま
え
た
意

味
に
も
論
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
位
継
承
か
ら
排
除
さ

れ
て
い
た
皇
統
が
数
代
を
経
て
皇
位
に
復
帰
す
る
経
緯
の
酷

似
を
前
提
に
、『
池
の
藻
屑
』
の
当
該
箇
所
は
『
増
鏡
』
の
体

裁
を
踏
襲
し
て
劇
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
。
ま
た
、

『
増
鏡
』
の
源
泉
『
源
氏
物
語
』「
橋
姫
」
の
強
い
影
響
と
構
想

の
一
致
を
指
摘
し
つ
つ
、「
作
品
に
奥
行
き
と
幅
を
持
た
せ
、

読
者
に
歴
史
の
面
白
さ
と
深
い
文
学
的
感
動
を
あ
た
え
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
る
」
と
判
じ
て
、『
池
の
藻
屑
』
の
歴
史
文
学

的
価
値
を
こ
こ
に
認
め
る 

。

　

こ
の
よ
う
な
考
察
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
本
稿
で
は
、「
数
ま

へ
ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
」
が
『
源
氏
物
語
』「
橋
姫
」
巻
と
『
増
鏡
』

「
藤
衣
」
巻
の
冒
頭
に
あ
る
点
に
注
目
し
、『
池
の
藻
屑
』
の
作

品
世
界
全
体
の
構
図
と
の
関
係
を
解
明
し
た
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
と
『
増
鏡
』
の
「
古
宮
」
が
巻
頭
に
あ
っ
て
、

新
し
い
物
語
の
始
発
を
告
げ
る
の
に
対
し
て
、『
池
の
藻
屑
』

の
「
数
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
」
だ
け
が
巻
頭
に
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
や
『
増
鏡
』
の
影
響
下
に
あ
る

と
す
れ
ば
、
巻
頭
に
近
似
す
る
意
味
が
潜
む
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
。『
源
氏
』
の
読
書
経
験
を
も
っ
て
『
池
の
藻
屑
』

の
「
古
宮
」
に
遭
遇
す
る
と
、
新
し
い
物
語
の
開
幕
が
予
見
さ

れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
改
め
て
、『
池
の
藻
屑
』
の
当
該
箇
所
を
注
視
し
て

み
る
。「
其
の
頃
世
に
数
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
な
む
、
伏
見

殿
と
て
崇
光
院
の
御
後
に
ぞ
お
は
し
ま
す
」
の
「
其
の
頃
」

が
、
直
前
の
彦
仁
王
（
後
花
園
院
）
が
皇
嗣
に
定
め
ら
れ
た
記

事（
７
）を
受
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
の
年
が
「
年
の
名
も
か
は

り
て
、
正
長
元
年
と
ぞ
申
し
き
」（
二
二
九
頁
）
に
よ
っ
て
正

長
元
年
（
一
四
二
八
）
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。「
其
の
頃
」

は
正
長
元
年
の
頃
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
当
該
箇
所
の
直
後
に
は
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
過

去
の
出
来
事
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。

院
は
南
の
山
を
出
で
さ
せ
給
ひ
し
よ
り
、
爰
に
住
ま
せ
給

う
け
る
が
、
御
子
達
も
お
は
し
ま
せ
ば
、
我
が
御
す
く
せ

の
口
を
し
う
思
召
さ
る
ゝ
に
、
御
子
を
だ
に
今
一
度
思
ふ

様
に
も
と
思
召
さ
れ
つ
ゝ
、
後
円
融
院
の
御
位
の
頃
、
武

家
に
も
ほ
の
め
か
さ
せ
給
ふ
事
も
お
は
し
ま
し
け
れ
ど
、

い
と
か
ひ
な
く
て
、
あ
な
た
に
定
ま
り
給
ひ
し
か
ば
、
世

を
う
し
と
思
召
し
て
は
、「
物
に
も
が
な
や
。」
と
か
こ
た

れ
給
ふ
。（
二
三
一
頁
）

　

こ
の
「
院
」
は
崇
光
院
で
、「
南
の
山
」（
賀
名
生
）
を
出
た

の
は
、
後
光
厳
朝
の
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
の
こ
と
で
あ
る

（
一
六
三
頁
）。「
其
の
頃
」
か
ら
七
十
一
年
遡
る
。
ま
た
、「
後

円
融
院
の
御
位
の
頃
」
は
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
頃
に
な

る
。
右
に
引
用
し
た
箇
所
に
続
い
て
、
崇
光
院
と
第
一
皇
子
栄

仁
親
王
の
詠
歌
三
首
が
紹
介
さ
れ
、
崇
光
院
の
死
去
、
栄
仁
の

失
意
生
活
と
出
家
と
死
、
栄
仁
親
王
の
御
子
（
貞
成
）
の
落
魄

と
剃
髪
な
ど
が
縷
述
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
上
で
、「
お
も
ひ
か

－ 64 －



け
ぬ
御
事
に
よ
り
て
此
の
宮
の
御
子
（
彦
仁
）、
御
位
に
即
か

せ
給
ふ
な
り
」（
二
三
二
頁
）
と
あ
っ
て
、
皇
位
継
承
の
奇
譚

が
展
開
す
る
。
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
か
ら
始
ま
っ
た
崇
光

院
流
四
代
七
十
年
の
不
遇
物
語
が
こ
こ
に
終
息
し
、
歴
史
叙
述

本
来
の
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
間
、
年
月
日
が
記
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
他
の
箇
所
と
の
違
い

が
あ
り
、
崇
光
院
の
失
墜
か
ら
後
花
園
帝
の
即
位
ま
で
の
独
立

し
た
短
編
物
語
が
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
崇
光
院
流
物
語
の
末
尾
に
、

此
の
御
事
は
先
帝
（
称
光
院
）
の
御
悩
み
お
も
ら
せ
給
へ

る
頃
、
坊
と
て
定
ま
り
給
へ
る
も
坐
さ
ざ
り
け
れ
ば
、
武

家
の
と
り
申
し
け
る
に
よ
り
て
、
か
く
さ
だ
ま
ら
せ
給
ひ

け
り
。（
二
三
三
頁
）

と
あ
る
の
は
、
こ
の
物
語
開
始
直
前
の
「
武
家
よ
り
伏
見
の
宮

の
御
子
を
御
位
に
つ
け
奉
ら
せ
給
ひ
ぬ
べ
く
奏
し
奉
れ
り
」

（
二
三
一
頁
）
と
重
複
す
る
。
後
花
園
院
（
彦
仁
）
の
皇
位
継

承
は
、
称
光
院
側
と
崇
光
院
流
の
側
と
の
二
通
り
に
叙
述
さ
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

称
光
院
紀
の
掉
尾
は
、「
文
月
十
二
日
に
、
院
（
後
小
松
院
）

に
い
ら
ひ
給
ひ
て
、
御
禅
り
を
受
け
さ
せ
給
へ
る
後
、
二
十
日

に
ぞ
先
帝
（
称
光
院
）
の
御
事
侍
り
と
か
や
。」（
二
三
三
頁
）

と
、
年
時
表
記
が
復
活
し
て
い
る
。
帝
紀
の
常
態
に
回
帰
し
た

と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
池
の
藻
屑
』
巻
第
八
「
称
光
院
」
に
は
、

崇
光
院
か
ら
後
花
園
院
ま
で
の
一
皇
統
の
物
語
、「
数
ま
へ
ら

れ
給
は
ぬ
古
宮
」
の
物
語
が
、
別
様
の
時
間
系
列
を
帯
し
て
挿

入
さ
れ
て
い
る
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
を
探
究
す
る
た
め
に
、
次
に
、
作
品
全
体
の
編
年
史
形
成
の

様
態
と
皇
位
継
承
過
程
と
を
眺
望
す
る
。

　
　
　

二　
『
池
の
藻
屑
』
編
年
史
の
機
構

　
『
池
の
藻
屑
』
は
、
後
醍
醐
帝
か
ら
後
陽
成
院
ま
で
の
十
四

代
の
帝
王
に
各
一
巻
を
割
当
て
、
踐
祚
か
ら
譲
位
ま
で
の
編
年

史
を
形
成
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
先
行
の
鏡
物
系
歴
史
物

語
で
は
『
水
鏡
』
に
一
致
し
、『
今
鏡
』
の
本
紀
部
分
に
近
似

す
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
長
大
な
歴
史
語
り
は
、
聞
き
手
の
次
の
一
言
が
契
機
に

な
っ
て
展
開
す
る
。

お
な
じ
う
は
皇
の
し
ろ
し
め
す
御
代
の
事
、
上
り
て
の

は
、
は
か
な
き
書
な
ど
に
て
ほ
の
〴
〵
見
し
事
も
侍
る

を
、
後
醍
醐
の
帝
の
芳
野
に
移
ら
せ
お
は
し
ま
し
し
頃
ほ

ひ
よ
り
、
末
の
こ
と
な
む
い
と
ゆ
か
し
う
侍
る
を
か
つ
〴

〵
も
も
ら
し
給
は
む
や
。（
一
一
五
頁
）

と
、「
は
か
な
き
書
ど
も
」（『
増
鏡
』
等
）
以
後
、
後
醍
醐
帝

吉
野
遷
御
以
降
の
歴
史
語
り
が
要
求
さ
れ
、
語
り
手
が
そ
れ
を

聞
き
入
れ
て
、「
後
醍
醐
天
皇
紀
」
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。

　

同
紀
劈
頭
に
、

九
十
五
代
の
帝
は
、
御
諱
尊
治
と
申
し
奉
る
。
後
宇
多
院

の
二
の
御
子
に
ぞ
お
は
し
ま
す
。
御
母
は
談
天
門
院
と
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て
、
花
山
院
内
大
臣
の
御
女
と
は
い
へ
ど
、
誠
に
は
参
議

忠
継
の
女
と
な
む
聞
え
侍
る
。（
一
一
六
頁
）

と
、
帝
位
の
代
数
、
即
位
前
の
本
名
、
父
帝
と
母
后
の
素
姓
が

語
ら
れ
て
、
皇
統
の
中
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
。『
大
鏡
』

を
始
め
と
す
る
主
要
な
歴
史
物
語
の
定
式
に
合
致
し
て
い
る
。

次
に
「
こ
の
帝
は
御
才
も
賢
く
渡
ら
せ
給
へ
ば
、
世
を
し
ら
せ

給
ふ
始
め
よ
り
…
…
」
と
、
後
醍
醐
帝
の
前
半
生
、
す
な
わ
ち

建
武
新
政
権
樹
立
ま
で
が
略
述
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
に
年
月
の

表
記
は
な
く
、
編
年
史
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。『
増
鏡
』
と

の
重
複
の
多
い
部
分
で
も
あ
る
。
在
位
に
関
し
て
は
「
殊
に
重

祚
な
ど
に
も
あ
ら
ず
、
た
ゞ
遠
き
行
幸
ば
か
り
の
御
定
め
な
れ

ば
」（
一
一
六
頁
）
と
、『
増
鏡
』
を
踏
襲
し
て（

８
）、『

太
平
記
』

等
の
「
先
帝
（
後
醍
醐
）
重
祚
」
を
認
め
る
こ
と
は
な
い
。

　

続
い
て
、
足
利
尊
氏
、
同
直
義
、
護
良
親
王
、
阿
野
廉
子
等

の
枢
要
人
物
が
紹
介
さ
れ
て
か
ら
、「
正
慶
と
い
ひ
し
は
、
止

め
ら
れ
て
、
も
と
の
元
弘
に
な
り
ぬ（

９
）」（
一
一
七
頁
）
の
一
文

に
よ
り
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
年
）
か
ら
年
紀
が
始
ま
り
、
同

年
十
月
の
北
畠
顕
家
の
任
陸
奥
守
、
同
十
二
月
の
直
義
任
相
模

守
、
翌
年
の
建
武
改
元
な
ど
が
順
次
記
さ
れ
て
、
全
編
を
貫
流

す
る
編
年
史
の
発
端
と
な
る
の
で
あ
る
。
同
年
六
月
で
擱
筆
す

る
『
増
鏡
』
を
正
し
く
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　

後
醍
醐
帝
紀
の
歴
史
叙
述
は
さ
ら
に
続
き
、『
神
皇
正
統
記
』

や
『
太
平
記
』
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
な
宮
方
と
尊
氏
の
勢
力
と

の
争
闘
が
素
描
さ
れ）

（（
（

、
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）
年
五
月
の
比

叡
行
幸
、
同
八
月
の
春
宮
（
恒
良
親
王
）・
新
田
義
貞
の
都
落

ち
等
を
経
て
、
光
明
帝
踐
祚
と
後
醍
醐
帝
の
廃
位
に
至
る
の
で

あ
る
。都

に
は
、
元
弘
の
頃
、
本
意
な
く
て
お
り
居
さ
せ
給
へ
る

先
帝
（
光
厳
院
）
の
御
弟
の
親
王
豊
仁
と
申
し
奉
る
を

な
む
、
尊
氏
が
計
ら
ひ
に
て
、
御
位
に
つ
け
奉
る
。（
中

略
）
神
無
月
に
は
山
の
帝
（
後
醍
醐
帝
）
都
に
遷
ら
せ
給

へ
り
。
頓や

が

て
花
山
院
に
坐
お
は
し
ます
。
尊
号
の
さ
た
な
ん
ど
聞

ゆ
。（
一
二
五
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
後
醍
醐
帝
紀
の
中
に
、
編
年
順
と
は
言
え
、
次

帝
踐
祚
と
そ
の
代
の
立
坊
が
記
さ
れ
る
点
に
も
注
目
し
て
お
き

た
い
。
そ
の
後
、
後
醍
醐
帝
は
都
を
脱
し
、「
芳
野
に
入
ら
せ

給
ひ
、
行
宮
を
な
む
し
つ
ら
は
せ
」
て
、
三
種
の
神
器
を
保
有

し
て
「
も
と
の
儘
な
る
御
位
」
に
即
く
こ
と
で
「
天
津
日
嗣
の

二
流
れ
」
時
代
（
南
北
両
朝
の
並
立
時
代
）
を
到
来
さ
せ
る

（
一
二
五
～
一
二
六
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
後
醍
醐
天
皇
紀
」
の
中
枢
に
元
弘
三
年

（
一
三
三
三
）
か
ら
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）
ま
で
の
編
年
史

的
記
述
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
次
の
巻
第
二
の
「
光
厳

院
紀
」
の
対
象
期
間
と
重
複
す
る
。
同
紀
は
「
元
弘
の
頃
、
御

位
に
即
か
せ
給
ふ
」（
一
二
七
頁
）
を
始
点
に
時
間
が
進
行
し
、

廃
位
、
諸
国
行
脚
の
逸
話
が
続
き
、
某
年
「
文
月
七
日
」
に

五
十
二
歳
で
死
去
し
た
こ
と
、
そ
の
直
後
の
葬
送
、
後
年
の
法

事
と
諡
号
決
定
を
以
て
巻
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
踐
祚
以
降
の

光
厳
院
一
代
記
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
延
元
元
年
を

最
終
年
次
と
し
て
帝
本
人
の
晩
年
六
年
間
を
対
象
と
し
な
い
後
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醍
醐
天
皇
紀
と
の
差
異
は
小
さ
く
な
い
。

　

光
厳
院
は
、『
太
平
記
』
や
『
増
鏡
』
で
後
醍
醐
帝
に
対
抗

す
る
役
割
を
担
っ
て
特
別
の
存
在
感
が
与
え
ら
れ
る
人
物
で

あ
る
が）

（（
（

、『
池
の
藻
屑
』
で
も
同
様
に
重
視
さ
れ
る
と
言
っ
て

大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
光
厳
院
の
紀
が
異
例
に
短
い
の
は
、

「
御
位
に
坐
し
し
世
の
事
は
、
さ
き
に
い
ひ
置
き
た
る
人
も
侍

れ
ば
、
と
ゞ
め
侍
る
」（
一
二
七
頁
）
と
『
増
鏡
』
等
に
既
述

さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
皇
統
や
皇
位
継
承
史
に
お
け
る
重
要
性

は
、

さ
れ
ど
つ
ぎ
〳
〵
の
か
ぞ
へ
に
も
れ
さ
せ
給
ふ
べ
く
も
あ

ら
ず
。
又
後
々
は
此
の
御
ぞ
う
の
み
伝
へ
さ
せ
給
ふ
れ

ば
、
い
と
な
む
い
み
じ
き
御
事
に
侍
り
。（
一
二
七
頁
）

と
、
明
記
さ
れ
て
い
る
。『
池
の
藻
屑
』
で
は
後
醍
醐
帝
紀
と

光
厳
院
紀
と
が
、
同
等
に
『
増
鏡
』
を
受
け
継
ぐ
形
で
双
頭
的

冒
頭
を
形
成
し
、
平
行
の
時
間
を
刻
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

　

巻
第
三
「
光
明
院
」
は
、

九
十
七
代
の
帝
は
、
さ
き
に
聞
え
さ
せ
し
豊
仁
と
申
し
奉

る
御
事
よ
（
一
三
〇
頁
）

と
、
起
筆
さ
れ
る
。
他
の
す
べ
て
の
巻
頭
が
「
○
○
代
の
帝

は
、
御
諱
○
○
と
申
し
奉
る
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
に
、
例

外
的
に
「
さ
き
に
聞
え
さ
せ
し
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
微
少

な
違
い
で
は
あ
る
が
、
光
明
院
紀
が
後
醍
醐
帝
紀
と
同
じ
時
間

を
た
ど
る
こ
と
の
反
映
と
し
て
着
目
し
て
お
く
。
続
く
「
建
武

三
年
御
年
十
六
に
て
世
の
中
騒
が
し
か
り
し
頃
御
位
に
即
き
給

へ
り
。」（
一
三
〇
頁
）
は
後
醍
醐
帝
紀
の
重
出
に
な
る
。

　

光
明
朝
の
始
発
を
後
醍
醐
帝
紀
で
は
南
朝
側
か
ら
捉
え
、
光

明
院
紀
で
は
北
朝
側
の
視
点
で
描
い
た
と
言
え
る
。「
此
の
時

神
璽
は
芳
野
に
渡
ら
せ
給
へ
ど
、
し
ひ
て
御
位
に
つ
か
せ
給
へ

る
は
、
後
鳥
羽
院
の
御
例
に
や
侍
ら
む
。」（
一
三
〇
頁
）
と
三

種
の
神
器
を
欠
く
光
明
帝
側
の
異
状
は
、
宮
都
を
失
い
な
が
ら

「
三
種
の
御
宝
を
し
る
し
」（
一
二
五
頁
）
と
し
て
正
統
性
を
主

張
す
る
南
朝
側
の
異
状
と
表
裏
の
関
係
で
並
行
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
同
一
事
象
を
二
通
り
に
叙
す
る
『
池
の
藻
屑
』
発
端
二

巻
に
は
、
二
本
の
時
間
軸
が
並
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
続
い
て
、
光
明
朝
の
視
点
で
、
新
院
（
光
厳
院
）
の

院
政
、
関
白
近
衛
経
忠
の
執
政
、
尊
氏
の
大
納
言
就
任
が
記
録

さ
れ
て
、「
光
明
院
紀
」
の
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
が
終
わ

る）
（（
（

。
南
朝
へ
の
言
及
は
な
く
、
こ
こ
ま
で
の
南
朝
の
時
間
は
別

に
あ
り
、
交
わ
る
こ
と
な
く
流
れ
て
い
る
と
言
っ
て
支
障
は
な

い
。

　

翌
年
、
二
つ
の
時
間
が
同
紀
で
合
流
す
る
。

京
に
は
建
武
四
年
の
春
を
迎
ふ
れ
ば
、
芳
野
殿
に
は
去
年

よ
り
改
ま
り
て
、
延
元
二
年
と
か
聞
え
さ
す
。（
一
三
〇

頁
）

　

北
朝
の
視
線
が
南
朝
史
を
捕
捉
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
前
年
に

行
わ
れ
て
い
た
南
朝
の
改
元
は
看
過
さ
れ
、
北
朝
史
の
中
に
偶

発
的
に
姿
を
現
し
、
読
者
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
こ
れ
以
降

の
南
朝
の
編
年
史
は
北
朝
の
時
間
軸
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
し

か
存
立
で
き
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
、「
次
の
年
は
又
改
ま
り
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て
、
延
文

元
年
と
申

し
侍
る
」

（
一
六
三

頁
）、「
い
つ

し
か
延
文
も

二
年
に
移
れ

り
」（
同
）

と
北
朝
の
時

間
を
刻
ん
で

ゆ
く
中
に
、「
京
に
は
延
文
三
つ
と
い
ふ
め
れ
ば
、
芳
野
殿
に

は
、
正
平
十
三
の
春
を
ぞ
迎
へ
さ
せ
給
ふ
。」（
一
六
四
頁
）
と

北
朝
の
年
時
に
依
拠
し
た
形
で
南
朝
の
時
間
が
断
片
的
に
確
認

で
き
る(（(

(

。
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）、
二
つ
の
水
源
か
ら
発
し

た
二
つ
の
歴
史
叙
述
の
水
脈
が
こ
こ
に
合
流
し
、
一
本
の
北
朝

編
年
史
と
な
っ
て
以
降
の
『
池
の
藻
屑
』
の
歴
史
世
界
を
貫
流

す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　

編
年
史
の
中
の
天
皇
家
正
統
と
庶
流

　

建
武
四
年
（
延
元
二
年
）
以
降
の
南
朝
方
は
、「
芳
野
殿
」

の
呼
称
の
も
と
に
、
北
朝
独
自
の
一
貫
し
た
編
年
体
機
構
の
中

に
断
続
的
に
姿
を
現
す
存
在
に
な
る
。
正
統
と
し
て
の
北
朝
に

対
す
る
傍
流
、
庶
流
に
転
じ
た
と
も
言
え
る
。

　

南
朝
の
天
皇
や
廟
堂
の
有
様
は
「
芳
野
殿
」
と
し
て
、
宮
都

を
占
有
す
る
北
朝
の
様
相
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
描
か
れ
る
の
が

基
本
と
な
る
。

猶
一
院
（
光
厳
）
ぞ
世
の
政
治
を
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
新
院

（
光
明
）
な
ど
は
、
い
と
の
ど
や
か
に
て
坐
す
。
芳
野
殿

（
後
村
上
）
に
は
、
か
く
と
聞
か
せ
給
ひ
て
も
、
撓
ま
ず

思
召
さ
る
ゝ
事
あ
り
ぬ
べ
し
。（
下
略
）（
一
四
三
頁
）

　

静
穏
で
安
泰
な
北
朝
宮
廷
と
、
不
遇
の
身
か
ら
脱
し
よ
う
と

す
る
不
屈
の
芳
野
殿
（
後
村
上
帝
）
の
対
照
は
鮮
や
か
で
あ

る
。
北
朝
の
「
明
」
と
南
朝
の
「
暗
」
と
が
対
比
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。
観
応
の
擾
乱
に
際
し
て
明
と
暗
が
逆
転
す
る
事
態
も

訪
れ
る
が
、
両
朝
の
対
比
は
持
続
す
る
。
南
朝
が
芳
野
殿
と
し

て
北
朝
の
明
る
さ
の
陰
影
と
し
て
芳
野
殿
と
し
て
の
南
朝
が
配

さ
れ
る
の
が
基
本
構
図
に
な
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
南
朝
に

関
し
て
は
各
事
件
・
事
象
の
年
月
日
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
多

い
。

　
　

後
伏
見
院　
　

②
光
厳
院　
　

④
崇
光
院　
　
　
　

栄
仁
親
王　
　
　

後
崇
光
院　
　

⑨
後
花
園
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤
後
光
厳
院　
　

⑥
後
円
融
院　
　

⑦
後
小
松
院　
　

⑧
称
光
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
仁
親
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
川
宮

　
　
　
　
　
　
　
　

③
光
明
院　
　
　

周
尊
親
王

　
　

花
園
院　
　

直
仁
親
王

　

⑨
後
花
園
院　
　

⑩
後
土
御
門
院　
　

⑪
後
柏
原
院　
　

⑫
後
奈
良
院　
　

⑬
正
親
町
院　
　

誠
仁
親
王　
　

⑭
後
陽
成
院

　
　

貞
常
親
王　
　
　

邦
高
親
王　
　
　

貞
敦
親
王　
　
　

邦
輔
親
王　
　
　

貞
房
親
王　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
極
殿

系図２
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ま
こ
と
や
芳
野
の
先
帝
を
ば
今
は
後
醍
醐
の
天
皇
と
申
し

奉
る
。
御
遺
言
の
儘
と
ぞ
聞
え
侍
る
。（
一
三
九
頁
）

　

こ
の
よ
う
な
重
要
な
出
来
事
の
日
付
も
記
載
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
。「
芳
野
殿
に
は
、
先
帝
（
後
村
上
帝
）
の
御
代
過
ぎ
つ

る
正
平
の
頃
」（
一
八
一
頁
）
の
よ
う
な
曖
昧
な
時
日
表
示
も

散
見
す
る
。
南
朝
独
自
の
編
年
史
を
『
池
の
藻
屑
』
か
ら
読
み

取
る
こ
と
は
難
し
い
。
南
朝
史
は
、
北
朝
史
に
依
存
し
、
北
朝

と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
増
鏡
』
に
は
、
同
等
の
二
皇
統
が
同
じ
時
間
の
流
れ
の
も

と
に
並
存
し
、
交
互
に
皇
位
に
即
き
、
糾
え
る
縄
の
如
く
に
明

暗
が
交
替
す
る）

（（
（

。
二
つ
の
皇
統
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、『
池
の
藻
屑
』
の
南
朝
は
明
ら
か
に
第
二
の
皇

統
、
皇
統
に
準
じ
る
家
系
と
し
て
周
縁
的
な
位
置
に
あ
る
。
王

都
と
い
う
空
間
と
編
年
史
と
い
う
時
間
を
支
配
す
る
北
朝
の
周

辺
に
「
芳
野
殿
」
と
し
て
断
続
的
に
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

　

南
北
両
朝
合
一
と
三
種
神
器
の
北
朝
帰
着
を
「
此
の
時
ぞ
誠

に
四
つ
の
海
一
つ
の
御
代
と
な
り
ぬ
る
を
、
公
私
よ
ろ
こ
び
あ

ひ
た
り
」「
今
な
む
八
隅
の
外
ま
で
も
一
つ
の
光
を
仰
ぎ
ぬ
れ

ば
、
都
は
一
し
ほ
時
め
き
た
る
様
な
り
」
と
北
朝
の
側
か
ら
祝

福
す
る
文
辞
の
間
に
南
朝
の
失
墜
を
明
暗
対
比
的
に
挿
入
す
る

と
こ
ろ
が
後
小
松
院
紀
に
あ
る
（
二
〇
八
頁
）。
そ
の
中
で
後

亀
山
院
の
晩
年
が
総
括
さ
れ
る
。

院
は
、
暫
し
大
覚
寺
に
お
は
し
ま
し
け
る
が
、
後
に
は
小

倉
山
の
麓
に
、
幽
な
る
所
を
卜
し
て
住
ま
せ
た
ま
へ
ば
、

小
倉
殿
と
ぞ
時
の
人
は
申
し
侍
り
。（
二
〇
八
頁
）

　

こ
の
後
亀
山
院
の
「
小
倉
殿
」
と
い
う
呼
称
と
「
芳
野
殿
」

と
は
、
周
辺
的
時
空
に
所
在
す
る
点
で
同
質
の
も
の
で
あ
ろ

う）
（（
（

。

　
「
小
倉
殿
」
は
、
後
花
園
帝
踐
祚
の
幸
運
に
も
明
暗
対
比
の

役
割
を
果
た
す
。「
か
か
る
事
を
聞
き
給
ひ
て
、
小
倉
殿
に
は

う
ら
や
ま
し
う
や
思
召
さ
れ
け
む
、
あ
い
な
き
事
を
か
ま
へ
出

で
給
ひ
け
れ
ば
」（
二
三
四
頁
）
と
不
満
に
思
い
、

挙
兵
す
る
が
敗
退
し
、
完
全
に
没
落
す
る
。
な

お
、
こ
の
「
小
倉
殿
」
は
後
亀
山
院
の
孫
、
小
倉

宮
聖
承
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
家
系
に
も
皇
位
継
承
の
可

能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
扱
い
で
あ
り
、
崇
光
院
流

の
栄
光
と
鮮
烈
な
対
照
を
示
す
。

　

さ
ら
に
、「
其
の
御
子
を
ば
勧
修
寺
の
門
跡
の

御
弟
子
に
な
し
奉
れ
り
」（
二
三
四
頁
）
と
聖
承

の
御
子
（
教
尊
）
も
皇
位
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　

護
良
親
王

　
　
　
　
　
　
　

尊
良
親
王

　
　
　
　
　
　
　

宗
良
親
王

　
　
　
　
　
　
　

恒
良
親
王

　
　
　
　
　
　
　

成
良
親
王　
　

長
慶
帝

①
後
醍
醐
院　
　

後
村
上
帝　
　

後
亀
山
帝　
　

恒
敦
王　
　

小
倉
宮
聖
承　

教
尊

　
　
　
　
　
　
　

懐
良
親
王

系図３

－ 69 －



（
系
図
３
参
照
）。
後
花
園
院
紀
に
は
、
内
裏
で
「
む
く
つ
け
き

事
」
が
起
こ
り
（
禁
闕
の
変
）、「
昔
の
芳
野
殿
の
若
宮
」
と

い
う
人
物
が
神
器
を
奪
取
す
る
も
比
叡
山
で
滅
び
（
二
四
二

頁
）、
そ
の
弟
で
三
井
寺
在
住
の
「
芳
野
殿
の
宮
」
も
討
た
れ

た
こ
と
も
記
さ
れ
る
（
二
四
三
・
二
四
四
頁
）。
赤
松
家
再
興
の

た
め
に
神
器
が
奪
還
さ
れ
た
際
に
（
長
禄
の
変
）、「
芳
野
に
帝

と
て
坐
し
け
る
も
、
此
の
時
討
た
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
南
の
帝
の

御
伝
へ
は
残
り
な
く
な
ら
せ
給
へ
る
と
ぞ
」（
二
四
九
頁
）
と

南
朝
滅
亡
が
記
さ
れ
る
の
も
後
花
園
院
紀
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

戦
闘
的
な
「
芳
野
殿
」
と
、
北
朝
と
並
立
し
て
い
た
南
朝
皇

統
の
「
芳
野
殿
」
と
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
後
花
園
院
紀
に
お
い
て
、「
芳
野
殿
」
が
根
絶
さ
れ
た
点

は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
建
武
四
年
か
ら
後
花
園
朝
ま
で
の
南
朝

は
、
中
心
的
な
北
朝
皇
統
の
周
辺
で
持
続
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
血
統
上
の
尊
貴
性
は
北
朝
に
劣
ら
ず
、
宮
都
と
皇
位
の
奪

還
を
志
向
す
る
家
門
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
「
芳
野
殿
」
の
扱
い
は
、
北
朝
の
傍
系
皇
統
の

そ
れ
に
近
似
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

上
（
後
陽
成
院
）
の
御
兄
弟
の
式
部
卿
の
宮
（
智
仁
親
王
）

は
、
京
極
殿
と
て
、
伏
見
殿
（
貞
房
親
王
）
と
お
な
じ
御

様
に
て
坐
す
。（
三
三
二
頁
）

　
「
伏
見
殿
」
と
は
「
数
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
」
後
崇
光
院

貞
成
親
王
で
あ
り
、
そ
の
子
孫
代
々
の
呼
称
で
も
あ
る
。
伏
見

殿
は
有
力
な
皇
家
と
し
て
各
帝
紀
で
枢
要
な
立
場
を
維
持
す

る
。
治
天
の
君
や
帝
に
次
ぐ
存
在
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、

右
の
例
の
「
京
極
殿
」
は
後
陽
成
院
の
同
母
弟
で
あ
る
八
条
宮

智
仁
親
王
で
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
「
伏
見
殿
」
に
は
後
花

園
院
の
次
弟
貞
常
親
王
も
し
く
は
そ
の
子
裔
が
特
に
該
当
す
る

と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
帝
の
実
弟
と
し
て
宮
家
の
始
祖

と
な
っ
た
点
が
共
通
し
、
皇
位
継
承
問
題
に
関
与
し
な
い
点
も

一
致
す
る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。

　

そ
の
場
合
、
後
花
園
院
踐
祚
前
の
伏
見
殿
が
、
崇
光
院
・
栄

仁
親
王
を
含
め
て
不
遇
を
嘆
き
、
等
し
く
皇
位
継
承
を
希
求
し

て
い
た
点
が
軽
視
で
き
な
く
な
る
。
光
明
院
も
「
伏
見
殿
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
栄
仁
の
即
位
を
切
望
す
る
場
面
で

あ
る
（
一
八
二
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
芳
野
殿
、
伏
見
殿
、
京
極
殿
の
よ

う
に
傍
流
皇
族
の
性
格
は
、
後
花
園
朝
を
分
岐
点
と
し
て
、
皇

位
継
承
に
関
与
す
る
前
半
と
関
与
し
な
い
後
半
と
に
二
分
で
き

る
の
で
あ
る
。
各
所
に
登
場
す
る
親
王
た
ち
も
同
様
に
捉
え
ら

れ
る
。
前
半
の
直
仁
、
周
尊
、
護
良
、
尊
良
、
宗
良
、
恒
良
、

成
良
、
懐
良
各
親
王
に
は
皇
位
継
承
と
の
関
わ
り
が
容
易
に
指

摘
で
き
、
後
半
の
伏
見
殿
や
京
極
殿
に
は
そ
れ
は
な
い
（
系
図

２
・
３
参
照
）。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
池
の
藻
屑
』
の
南
朝
は
皇
位
継

承
史
の
中
心
に
は
関
わ
ら
ず
、
傍
流
皇
統
の
一
つ
と
し
て
存
在

し
た
も
の
と
推
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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四　

中
央
か
ら
見
た
南
朝
史

　

さ
て
、
建
武
四
年
以
降
の
南
朝
宮
廷
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ

け
た
場
合
、
北
朝
を
唯
一
の
皇
統
と
認
定
し
て
支
持
し
、
南
朝

各
帝
の
皇
位
を
否
定
す
る
立
場
が
『
池
の
藻
屑
』
を
底
流
す
る

と
い
う
解
釈
に
導
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
に
は
解
釈
で
き
な
い
。
支
持
・
不
支
持
の
問
題
で
は
な
い
。

本
稿
で
指
摘
し
た
の
は
、
両
朝
の
正
邪
で
は
な
く
、
視
座
が
常

に
宮
都
に
あ
る
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
宮
都
に
お
け
る
編
年
史

が
作
品
の
基
軸
と
な
り
、
南
朝
は
他
の
皇
統
と
同
様
に
そ
の
基

軸
に
依
拠
し
て
作
品
世
界
に
措
定
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ

る
。

　

古
来
、『
池
の
藻
屑
』
の
南
北
朝
時
代
史
観
に
は
、
多
大
な

関
心
が
払
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
曲
亭
馬
琴
は
、
小
津
桂

窓
宛
書
簡
に
お
い
て
「
帝
系
南
朝
ニ
不
及
候
て
、
後
醍
醐
よ
り

直
ニ
後
光
厳
を
と
り
つ
け
候
事
、
遺
憾
な
き
に
あ
ら
ず
」（
天

保
四
年
三
月
九
日
付
）、「
南
朝
の
事
ニ
不
及
ハ
、
第
一
の
遺
憾

ニ
御
座
候
」（
天
保
四
年
五
月
一
日
付
）
と
北
朝
支
持
の
態
度

を
認
め
る）

（（
（

。「
全
く
北
朝
の
歴
史
に
し
て
、
所
謂
南
朝
方
を
ば

こ
れ
を
芳
野
殿
と
記
す
。
年
号
等
は
も
と
よ
り
北
朝
の
年
号
を

用
ふ）

（（
（

」
と
北
朝
方
の
編
年
史
を
主
軸
と
す
る
こ
と
に
よ
り
北
朝

方
と
認
定
さ
れ
る
の
が
多
数
派
な
の
か
も
し
れ
な
い）

（（
（

。

　

森
安
雅
子
は
、『
池
の
藻
屑
』
著
作
に
あ
た
っ
て
荒
木
田
麗

女
が
参
看
し
た
史
料
・
典
籍
を
剔
抉
し
、
特
に
『
神
皇
正
統

記
』
を
主
要
な
素
材
に
し
な
が
ら
も
そ
の
南
朝
擁
護
の
思
想
を

採
用
し
な
か
っ
た
点
な
ど
を
根
拠
に
「
北
朝
方
の
皇
統
の
正
統

性
を
主
張
す
る
」
意
図
を
見
い
だ
す）

（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
北
朝
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
明
確
な

証
跡
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
南
朝
と
北
朝
の
い
ず
れ
か
に

与
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
北
朝

の
歴
代
を
機
軸
に
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
、「
芳
野
殿
」
と

い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
二
点
に
よ
り
、
北
朝
側
の

立
場
に
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。『
池
の
藻

屑
』
の
本
文
中
に
、
北
朝
支
持
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

南
朝
を
偽
朝
と
見
な
し
て
北
朝
皇
統
を
正
統
と
認
定
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
明
証
は
見
い
だ
し
難
い
。
そ
の
一
方
で
、
南
朝
の

不
遇
に
同
情
し
、
南
朝
の
再
興
を
希
求
す
る
含
意
を
読
み
取
る

こ
と
は
難
し
く
な
い
。「
さ
れ
ど
歴
代
の
天
皇
の
御
名
を
記
す

に
、
後
醍
醐
天
皇
の
だ
け
こ
と
に
天
皇
の
名
を
用
ゐ
、
他
は
皆

院
号
を
用
ゐ
た
る
は
其
間
に
何
等
か
の
差
別
を
設
け
た
る
に
あ

ら
ず
や
と
思
へ
ば
思
は
れ
ざ
る
に
あ
ら
ず）

（（
（

。」
の
よ
う
に
、
南

朝
支
持
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
馬
琴
が
南
朝

支
持
の
一
読
者
と
し
て
作
品
に
不
満
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
北
朝

支
持
者
に
と
っ
て
も
満
足
で
き
な
い
部
分
が
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。

　

ま
た
、
依
拠
し
た
素
材
の
思
想
的
側
面
を
引
用
し
な
い
こ
と

が
、
そ
の
思
想
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
用
い
ら
れ
た
多
く
の
先
行
作
品
と
同
様
に
、『
神
皇
正
統

記
』
は
作
品
構
築
の
一
材
料
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
、

主
題
や
思
想
性
に
関
わ
っ
て
い
る
と
断
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
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る
。

　
『
池
の
藻
屑
』
に
は
南
北
両
朝
の
正
閏
を
決
す
る
意
図
は
な

く
、
南
北
朝
時
代
史
に
関
わ
る
政
治
思
想
も
歴
史
観
も
表
明
さ

れ
て
は
い
な
い
、
と
理
解
す
る
の
が
現
状
で
は
穏
当
な
の
で

は
な
い
か
。
仮
に
作
者
荒
木
田
麗
女
が
両
朝
の
い
ず
れ
か
の
支

持
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
作
品
の
思
想
性
と
は
別
の
も
の
で

あ
る
。
結
局
、
松
村
博
司
の
「
編
年
と
し
て
北
朝
の
御
歴
代
に

従
っ
て
書
い
て
い
る
が
、
北
朝
方
ば
か
り
で
な
く
、
南
朝
の
出

来
事
に
も
及
ん
で
い
る）

（(
（

」
と
い
う
見
方
が
最
も
適
正
で
あ
る
と

考
え
る
。
そ
れ
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、「
北
朝
を
編
年
の

基
準
と
し
た
の
は
、
在
京
の
王
朝
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
の
一
文
で
あ
る
。

　
　
　

五　
「
世
継
」
と
治
天
の
君

　

こ
の
作
品
の
序
跋
に
顕
著
に
現
れ
る
枠
物
語
構
造
に
注
目
し

て
、『
増
鏡
』
型
の
歴
史
物
語
に
属
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を

別
稿
で
指
摘
し
た）

（（
（

。『
池
の
藻
屑
』
が
政
権
抗
争
の
時
代
を
対

象
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
な

い
の
は
、『
増
鏡
』
を
継
承
す
る
点
に
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。『
増
鏡
』
に
は
、
両
朝
が
対
立
す
る
状
況
を
異
状
と
捉
え

ず
、
む
し
ろ
肯
定
的
に
評
価
す
る
方
向
性
が
見
い
だ
せ
る
か
ら

で
あ
る）

（（
（

。

　

歴
史
物
語
は
歴
史
で
は
な
く
、
歴
史
書
や
史
論
書
と
し
て
評

価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。『
池
の
藻
屑
』
が
歴
史
物
語
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
政
治
思
想
や
歴
史
観
と
は
異
な
る
観
点
で
把
捉

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、『
池
の
藻
屑
』
が
『
増
鏡
』
型
歴
史
物
語
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
皇
位
継
承
過
程
が
構
想
上
に
機
能
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
歴
史
物
語
は
、
基
軸
に
皇
位
継
承
史
（「
世
継
」）
が
生

動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
的
な
作
品
た
り
得
る
と
考
え
ら
れ

る）
（（
（

。
そ
こ
で
、
十
四
の
帝
紀
に
伏
在
す
る
「
世
継
」（
天
皇
の

系
譜
・
系
図
）
に
注
目
す
る
。

　

首
巻
の
「
後
醍
醐
天
皇
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
『
増
鏡
』
末

尾
の
叙
述
を
継
受
し
て
為
政
者
と
し
て
編
年
史
の
中
心
に
あ

る
。
初
発
二
巻
、
後
醍
醐
帝
と
光
厳
院
の
本
紀
は
、『
増
鏡
』

を
受
け
継
ぐ
形
で
並
立
し
、
歴
史
の
流
れ
を
併
流
さ
せ
る
。
後

醍
醐
帝
の
治
政
の
中
断
を
認
め
ず
、
光
厳
朝
を
否
定
す
る
後
醍

醐
帝
紀
で
は
、
光
厳
院
は
「
正
し
き
御
位
に
さ
へ
用
ゐ
ら
れ
給

は
ぬ
」
存
在
で
あ
り
（
一
一
六
頁
）、「
光
厳
院
物
語
」
の
性
格

を
も
つ
帝
紀
中
で
は
「
さ
れ
ど
つ
ぎ
〳
〵
の
か
ぞ
へ
に
も
れ
さ

せ
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
」（
一
二
七
頁
）
と
同
院
の
即
位
が
公

認
さ
れ
る
。
二
流
れ
の
皇
位
継
承
史
が
並
存
し
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

第
三
巻
「
光
明
院
」
か
ら
、『
増
鏡
』
と
の
接
触
が
な
く
な

り
、
二
重
の
時
間
軸
も
徐
々
に
一
本
化
す
る
。
都
を
離
れ
た
後

醍
醐
帝
の
動
向
が
編
年
の
中
心
に
据
え
ら
れ
な
い
の
で
、
事
実

上
、
光
明
朝
の
始
発
が
統
一
的
編
年
史
の
起
点
に
な
る
と
も
言

え
る
。
同
時
に
、

帝
（
光
明
帝
）
わ
か
う
坐
し
ま
せ
ば
、
新
院
（
光
厳
院
）
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萬
の
事
を
し
た
ゝ
め
さ
せ
給
へ
り
。（
一
三
〇
頁
）

と
、
治
天
の
君
が
光
厳
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
そ
れ

に
続
く
政
事
や
儀
式
が
院
に
主
導
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ

る
。
光
厳
朝
が
後
伏
見
院
政
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
無
視
さ
れ
る

の
と
対
照
的
で
あ
る
。

　

な
お
、
光
明
朝
の
開
始
に
あ
た
っ
て
、
三
種
の
神
器
を
保
有

し
な
い
点
が
特
記
さ
れ
る
。

此
の
時
神
璽
は
芳
野
に
渡
ら
せ
給
へ
ど
、
し
ひ
て
御
位
に

つ
か
せ
給
へ
る
は
、
後
鳥
羽
院
の
御
例
に
や
侍
ら
む
。

（
一
三
〇
頁
）

　

こ
れ
は
、『
増
鏡
』
の
構
想
に
照
ら
せ
ば
、
光
明
新
帝
の
治

世
維
持
を
阻
む
凶
兆
に
な
る）

（（
（

。
後
鳥
羽
院
の
先
例
を
敢
え
て
示

す
こ
と
は
、
後
鳥
羽
院
同
様
の
悲
劇
の
到
来
を
予
告
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、『
池
の
藻
屑
』
に
そ
の
よ
う
な
展

開
は
な
い）

（（
（

。

　
『
池
の
藻
屑
』
に
お
い
て
、
三
種
の
神
器
の
帰
趨
や
争
奪
が

情
勢
を
左
右
し
た
り
、
両
統
の
正
邪
を
決
す
る
事
態
は
認
め
ら

れ
な
い
。
神
宝
を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
明
朝
が
不
安

定
に
な
っ
た
り
、
在
位
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
た

徴
証
は
な
い
。
ま
た
、
伊
勢
奉
幣
使
中
止
も
「
神
の
御
慮
も
い

か
ゞ
と
時
の
人
い
ひ
あ
へ
り
」（
同
）
と
将
来
の
不
幸
を
予
感

さ
せ
る
が
、
予
感
は
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
作
品
の
吉
凶
を
暗
示
す
る
出
来
事
が
構
想
や
物
語
の
進

展
に
関
連
す
る
事
例
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
光
明
帝
の
踐
祚
と
光
厳
院
政
の
開
始
の
み
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
崇
光
帝
紀
も
光
厳
院
政
下
に
あ
る
。

猶
一
院
（
光
厳
院
）
ぞ
世
の
政
治
を
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
新

院
（
光
明
院
）
な
ど
は
、
い
と
の
ど
や
か
に
て
坐
す
。

（
一
四
三
頁
）

　

三
年
後
の
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
に
足
利
尊
氏
が
吉
野
側

に
帰
順
し
て
都
鄙
の
形
勢
が
逆
転
し
て
崇
光
朝
は
終
焉
を
迎

え
、
光
厳
院
・
崇
光
院
ら
は
賀
名
生
に
遷
さ
れ
る
が
、『
池
の

藻
屑
』
の
構
成
は
崇
光
帝
紀
の
ま
ま
で
あ
る
。
一
時
的
に
と
は

い
え
、
中
央
を
制
圧
し
て
い
た
南
朝
の
正
統
性
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
南
朝
の
後
村
上
帝
が
入
京
で
き

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
賀
名
生
か
ら
宮
都
を

目
指
し
て
移
動
す
る
経
緯
が
筆
を
尽
く
し
て
描
出
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
、
事
の
重
要
さ
が
推
察
で
き
る
が
、
石
清
水
八
幡
宮
に

留
ま
り
入
京
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
崇
光
帝
廃
位
も
記
さ
れ
ず
、
後
村
上
帝
紀
も
立
て
ら
れ

な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
芳
野
殿
」
が
「
八
幡
殿
」

（
一
五
七
・
一
五
八
頁
）
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
、
宮
都
を
主
宰
す

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
南
朝
の
覇
権
が
短
期
に
終

わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
帝
王
が
宮
都
に
復
帰
で
き
な
か
っ
た
こ

と
が
『
池
の
藻
屑
』
の
編
年
史
に
と
っ
て
は
肝
要
な
の
で
あ
る
。

　

巻
第
五
「
後
光
厳
院
」
は
、
前
帝
廃
位
の
異
状
性
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
平
穏
に
通
常
ど
お
り
に
起
筆
さ
れ
る
。
皇
位
継
承
者

も
治
天
の
君
も
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
光
厳
・
光
明
両
院
の
母

后
で
あ
る
広
義
門
院
（
西
園
寺
寧
子
、
後
伏
見
院
女
御
、
花
園
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院
准
母
）
が
武
家
の
要
請
に
よ
り
崇
光
院
の
弟
を
擁
立
し
た
経

緯
が
記
さ
れ
る
が
、
事
態
の
重
大
さ
に
比
し
て
簡
略
で
あ
る

（
一
六
〇
頁
）。
前
掲
の
後
花
園
院
踐
祚
と
は
大
差
が
あ
る
。
な

お
、
広
義
門
院
が
辞
退
し
た
の
で）

（（
（

、
こ
の
段
階
で
後
光
厳
帝
が

治
天
の
君
と
に
な
り
、
し
ば
ら
く
後
光
厳
院
時
代
が
続
く
こ
と

に
な
る
。

　

以
下
、
治
天
の
君
の
交
替
が
遺
漏
な
く
記
さ
れ
る
。

（
後
円
融
帝
が
）
猶
き
び
は
に
坐
せ
ば
と
て
、
院
の
御
前

（
後
光
厳
院
）
に
て
政
を
せ
さ
せ
給
へ
り
。（
一
八
二
頁
）

世
の
政
は
先
帝
（
後
円
融
院
）、
院
の
内
に
て
、
執
り
行

は
せ
給
へ
り
。（
一
九
九
頁
）

さ
き
〴
〵
の
御
例
に
て
、
院
（
後
小
松
院
）
ぞ
猶
政
を
し

ら
せ
た
ま
ふ
。（
二
一
八
頁
）

　

こ
う
し
て
、『
池
の
藻
屑
』
の
治
天
の
君
が
、
光
厳
院
→
後

光
厳
帝
・
同
院
→
後
円
融
帝
・
同
院
→
後
小
松
帝
・
同
院
と
承

継
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
間
、
皇
位
継
承
者

の
誕
生
や
立
坊
に
至
る
経
緯
が
適
所
に
記
載
さ
れ
て
、「
世
継
」

（
皇
位
継
承
史
）
が
整
え
ら
れ
て
い
く
。
譲
位
の
際
の
帝
の
心

境
描
写
も
詳
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
後
花
園
朝
以
降
は
、
治
天
の

君
へ
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
東
宮
選
定
に
多
く
の
関

心
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
世
継
」
の
形
成
方
法
の
変
化

が
看
取
さ
れ
る）

（（
（

。

　

次
代
の
皇
位
継
承
者
を
決
す
る
立
坊
も
『
池
の
藻
屑
』
の
時

間
の
進
行
の
も
と
に
正
確
に
記
載
さ
れ
る
。
儲
君
選
定
は
原
則

と
し
て
前
帝
の
治
世
期
間
に
行
わ
れ
る
の
で
、
立
坊
記
事
は
前

帝
の
本
紀
中
に
記
さ
れ
る
。『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
水
鏡
』
等
の

帝
紀
と
異
な
り
、『
栄
花
物
語
』『
増
鏡
』
等
の
編
年
型
の
歴
史

叙
述
に
一
致
す
る
。
同
様
に
、
治
天
の
君
の
交
替
も
編
年
史
の

中
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

結　

三
段
階
の
皇
位
継
承
史

　
『
池
の
藻
屑
』
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
帝
紀
が
一
天
皇
の
治

世
に
相
当
す
る
の
で
、
皇
位
の
継
承
が
作
品
の
大
枠
を
形
成
し

て
い
る
。
十
四
の
帝
紀
の
連
続
が
編
年
史
を
構
築
し
て
い
る
。

「
世
継
」
の
正
統
を
中
心
的
時
間
軸
に
し
て
、
天
皇
家
を
領
導

す
る
治
天
の
君
の
交
替
過
程
が
そ
れ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
、
立
坊

記
事
や
傍
流
皇
統
の
系
譜
が
連
結
し
て
流
れ
る
の
が
、
歴
史
物

語
と
し
て
の
『
池
の
藻
屑
』
の
基
幹
構
想
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
、
歴
史
叙
述
の
時
間
が
二
度
重
複
す
る
。
第
一
巻

と
第
二
巻
と
第
三
巻
の
建
武
四
年
以
前
に
は
、
後
醍
醐
帝
主
体

の
時
間
と
光
厳
院
主
体
の
時
間
と
が
並
行
し
て
流
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
行
『
増
鏡
』
の
叙
述
を
継
受
す
る
部

分
で
あ
り
、
後
醍
醐
・
光
厳
両
帝
が
『
増
鏡
』
の
中
で
「
始
祖
」

と
し
て
構
成
の
節
目
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
照
応
す

る
と
言
え
る
。

　

第
三
巻
の
光
明
院
紀
の
建
武
四
年
以
降
は
、
時
間
軸
は
一
本

に
な
る
。
宮
都
を
支
配
す
る
北
朝
の
皇
位
継
承
を
中
心
に
定
め

て
編
年
史
が
進
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
傍
流
皇
統
が
そ
の
中
に

侵
入
を
試
み
て
、
正
統
を
巡
る
物
語
を
展
開
す
る
が
、
編
年
史
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の
主
軸
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
第
八
巻

の
称
光
院
紀
の
終
盤
ま
で
続
く
、『
池
の
藻
屑
』
の
第
二
の
部

分
で
あ
る
。

　

称
光
帝
中
心
の
編
年
史
は
一
時
的
に
停
止
し
て
、「
数
ま
へ

ら
れ
給
は
ぬ
古
宮
」
の
物
語
が
挿
入
さ
れ
る
。
そ
こ
で
再
び
二

重
の
時
間
軸
が
生
ま
れ
る
。
崇
光
院
流
の
傍
流
皇
統
と
し
て
の

歴
史
の
終
着
点
に
立
つ
後
花
園
院
が
新
し
い
「
始
祖
」
と
し
て

新
し
い
正
統
の
起
点
と
な
る
た
め
の
「
前
史
」
が
設
ら
れ
た
と

評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
古
宮
の
物
語
が
終
わ
る

と
、
時
間
軸
は
元
通
り
に
一
本
に
復
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
す
で
に
第
三
の
部
分
と
し
て
後
花
園
朝
の
歴
史
が
編
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
傍
流
皇
統
は
新
し
い
正
統
に

協
調
し
、
平
穏
に
皇
位
が
授
受
さ
れ
て
い
く
。
皇
位
継
承
史

は
、
正
統
と
傍
流
の
対
抗
か
ら
正
統
の
中
か
ら
の
選
択
に
移
行

し
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
古
宮
の
物
語
を
も
っ
て
「
世
継
」（
皇

位
継
承
史
）
が
二
分
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
池
の
藻
屑
』
の
編
年
史
と
そ
れ
に
伴
う

皇
位
継
承
過
程
は
、
三
段
階
に
変
質
し
、
三
部
が
結
合
し
て
一

作
品
が
成
立
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

注
（
１
）　
『
池
の
藻
屑
』
本
文
は
、『
校
註
日
本
文
学
大
系
』
第

十
三
巻
（
大
正
十
五
年
、
国
民
図
書
刊
）
よ
り
引
用
し
、

適
宜
（　

）
内
に
説
明
等
を
補
う
。

（
２
）　
「
古
宮
」
は
、
崇
光
院
第
一
皇
子
の
栄
仁
親
王
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
直
前
に
「
伏
見
の
宮
の
御
子
を
御
位
に
」

と
後
花
園
帝
踐
祚
の
記
事
中
に
貞
成
親
王
が
「
伏
見
の

宮
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
時
点
で
栄
仁
は
没
し
て
い
た
の

で
、「
伏
見
殿
（
＝
古
宮
）」
は
後
崇
光
院
貞
成
と
見
る
。

（
３
）　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
他
校
注
・

訳
『
源
氏
物
語
⑥
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
24
、
平

成
九
年
、
小
学
館
刊
）
に
よ
る
。

（
４
）　
「
世
を
う
し
と
思
召
し
て
は
、『
物
に
も
が
な
や
。』
と

か
こ
た
れ
給
ふ
。」（
二
三
一
頁
）
の
よ
う
に
、『
源
氏
』

の
引
歌
を
取
用
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
５
）　
『
増
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
蔵
校

注
「
増
鏡
」〈『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大

系
87
、
昭
和
四
十
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
。

（
６
）　

森
安
雅
子
「
歴
史
物
語
の
系
譜
と
『
池
の
藻
屑
』

『
月
の
行
衛
』」（『
日
本
言
語
文
藝
研
究
』
第
六
號
、

二
〇
〇
五
年
十
二
月
。
同
著
『
荒
木
田
麗
女
の
歴
史
物
語

に
つ
い
て
の
研
究
―
『
池
の
藻
屑
』
と
『
月
の
行
衛
』
を

中
心
に
―
』〈
二
〇
一
一
年
、
豪
風
出
版
刊
〉
に
再
録
）。

（
７
）　
「
武
家
よ
り
伏
見
の
宮
の
御
子
を
御
位
に
つ
け
奉
ら
せ

給
ひ
ぬ
べ
く
奏
し
奉
れ
り
。
院
（
後
小
松
院
）
も
さ
も
や

と
思
召
し
よ
ら
せ
給
ひ
て
う
け
引
か
せ
給
ふ
。
や
が
て

あ
な
た
に
仰
せ
つ
か
は
す
べ
く
、
定
め
さ
せ
給
へ
り
。」

（
二
三
一
頁
）

（
８
）　
「
重
祚
な
ど
に
て
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
璽
の
箱
を
御
身

に
添
へ
ら
れ
た
れ
ば
、
た
ゞ
遠
き
行
幸
の
還
御
の
式
に
て
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あ
る
べ
き
よ
し
定
め
ら
る
。」（『
増
鏡
』
第
十
七
「
月
草

の
花
」、
四
八
五
頁
）。

（
９
）　

正
慶
は
、
光
厳
朝
の
代
始
に
よ
り
元
弘
二
年

（
一
三
三
二
）
四
月
に
改
元
さ
れ
た
年
号
で
あ
っ
た
が
、

二
年
（
一
三
三
三
）
五
月
に
廃
止
さ
れ
、
元
弘
三
年
に
復

し
た
。

（
10
）　
『
池
の
藻
屑
』
の
歴
史
叙
述
に
関
連
す
る
古
典
籍
・
史

料
に
つ
い
て
は
、
森
安
雅
子
「『
池
の
藻
屑
』
典
拠
一
覧
」

同
著
前
掲
書
（
６
）
に
詳
し
い
。

（
11
）　

拙
稿「『
太
平
記
』
と
歴
史
物
語
」（
長
谷
川
端
編
『
太

平
記
の
成
立
』
軍
記
文
学
研
究
叢
書
８
、
平
成
十
年
、
汲

古
書
院
刊
）
参
照
。

（
12
）　
「
九
十
八
代
の
御
嗣
、
新
院
の
一
の
御
子
に
て
、
御
諱

興
仁
と
申
し
奉
る
。」（
巻
第
四
「
崇
光
院
」
一
四
二
頁
）、

「
百
あ
ま
り
四
つ
に
当
り
給
ふ
御
嗣
は
御
諱
成
仁
と
申
し

奉
る
。」（
巻
第
十
「
後
土
御
門
院
」
二
五
二
頁
）
も
例
外

に
な
る
が
、
他
巻
と
異
な
る
内
容
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
。

（
13
）　
「
都
の
中
に
は
武
士
共
の
集
ひ
て
、
む
く
つ
け
き
事
の

み
聞
え
か
は
し
つ
ゝ
、
年
も
暮
れ
ぬ
。」（
一
三
〇
頁
）

（
14
）　

延
文
元
年
、
同
二
年
、
同
三
年
、
同
四
年
、
…
と
北
朝

の
時
間
が
記
さ
れ
る
年
表
の
「
延
文
三
年
」
の
条
に
、
南

朝
の
正
平
十
三
年
に
該
当
す
る
旨
が
付
記
さ
れ
て
い
る
体

裁
に
見
え
る
。

（
15
）　

拙
稿
「『
増
鏡
』
の
基
調
―
二
家
系
対
照
と
明
暗
循
環

の
構
図
―
」（『
文
芸
研
究
』
第
一
二
八
集
、
平
成
三
年
九

月
）、
同
「『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
」（『
島
根
大
学
教
育
学

部
紀
要
』
第
二
十
五
巻
、
平
成
三
年
十
二
月
）
な
ど
参
照
。

（
16
）　

実
際
に
小
倉
山
に
居
住
し
た
の
は
後
亀
山
院
の
皇
子
、

恒
敦
親
王
等
で
、
後
亀
山
院
本
人
で
は
な
い
。

（
17
）　

熱
田
公
「
小
倉
宮
」（『
国
史
大
辞
典
』）、
森
茂
暁
著『
闇

の
歴
史
、
後
南
朝　

後
醍
醐
流
の
抵
抗
と
終
焉
』（
平
成

九
年
、
角
川
書
店
刊
）、
新
田
一
郎
「『
古
典
』
と
し
て
の

天
皇
」（『
天
皇
と
中
世
の
武
家
』
天
皇
の
歴
史
04
、
平
成

二
十
三
年
、
講
談
社
刊
）
二
八
一
頁
な
ど
参
照
。
校
註
日

本
文
学
大
系
本
頭
注
は
「
小
倉
殿
」
を
「
後
亀
山
院
の
御

子
。
良
泰
親
王
。」
と
す
る
。
系
図
３
参
照
。

（
18
）　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
称
光
院
の
実
弟
、
小
川
宮
が

早
世
し
な
か
っ
た
ら
同
一
範
疇
に
属
す
る
可
能
性
が
あ
っ

た
と
言
え
る
（
二
二
七
頁
）。

（
19
）　

柴
田
光
彦
他
編
『
馬
琴
書
翰
集
成
第
三
巻
』（
平
成

十
五
年
、
八
木
書
店
刊
）
四
四
、
六
〇
頁
。
馬
琴
の
『
池

の
藻
屑
』
受
容
に
つ
い
て
は
、
雲
岡
梓
「
麗
女
と
馬
琴
―

歴
史
物
語
『
池
の
藻
屑
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
文
藝

研
究
』
第
六
十
二
巻
第
二
号
、
平
成
二
十
五
年
三
月
）
参

照
。

（
20
）　

深
澤
鏸
吉
「
女
流
学
者
荒
木
田
麗
女
（
下
）」（『
歴
史

地
理
』
第
十
八
巻
第
三
号
、
明
治
四
十
四
年
九
月
）。

（
21
）　

た
と
え
ば
、
芝
野
六
助
著
『
日
本
文
学
物
語
第
一
編 

歴
史
の
巻
』（
明
治
四
十
五
年
、
興
文
館
刊
。
一
九
九
頁
）
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に
は
、「
後
醍
醐
天
皇
様
の
次
に
直
ぐ
北
朝
を
続
け
て
、

北
畠
親
房
の
大
嫌
な
北
朝
を
本
と
し
て
書
き
、
南
朝
の
事

は
却
つ
て
客
分
と
云
ふ
心
で
書
い
て
居
っ
て
、
正
統
の
天

子
と
云
ふ
方
か
ら
見
て
は
主
客
顚
倒
し
た
事
も
あ
り
」
と

あ
る
。

（
22
）　

森
安
雅
子
「『
池
の
藻
屑
』
に
お
け
る
南
北
朝
史
観
を

め
ぐ
っ
て
」（『
岡
大
国
文
論
稿
』
第
三
十
九
号
、
平
成

二
十
三
年
三
月
。
同
著
前
掲
書
（
６
）
に
再
録
）。

（
23
）　

芝
野
六
助
著
前
掲
書
（
21
）
二
〇
〇
頁
。

（
24
）　

松
村
博
司｢

池
の
藻
屑｣
（
同
著
『
歴
史
物
語
改
訂
版
』

昭
和
五
十
四
年
、
塙
書
房
刊
）
三
三
七
頁
。

（
25
）　

拙
稿
「『
池
の
藻
屑
』
研
究
序
説
―
歴
史
物
語
の
系
列

化
と
枠
物
語
構
想
―
」（『
島
大
国
文
』
第
三
十
四
号
、
平

成
二
十
六
年
一
月
）。

（
26
）　

注
（
15
）
に
同
じ
。

（
27
）　

拙
稿
「
歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
」（『
島
根
大
学
教
育

学
部
紀
要
』
第
二
十
七
巻
第
一
・
二
号
、
平
成
五
年
十
二

月
、
平
成
六
年
三
月
）、
同
「
歴
史
物
語
の
基
軸
と
し
て

の
『
世
継
三
作
』
―
『
先
坊
』
の
設
定
と
そ
の
継
承
を
め

ぐ
っ
て
―
」（
加
藤
静
子
・
桜
井
宏
徳
編
『
王
朝
歴
史
物

語
史
の
構
想
と
展
望
』
平
成
二
十
七
年
、
新
典
社
刊
）
等

参
照
。

（
28
）　

拙
稿
「『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」（『
島
根

大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
十
六
巻
、
平
成
四
年
十
二

月
）
参
照
。

（
29
）　

森
安
雅
子
前
掲
論
文
（
22
）
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察

が
あ
る
。

（
30
）　
「
上
は
ま
だ
若
う
坐
す
に
、
院
も
皆
は
な
れ
お
は
し

ま
せ
ば
、
広
義
門
院
に
世
の
政
を
も
し
ら
せ
給
ふ
べ

く
、
武
家
に
は
定
め
申
し
け
れ
ど
、
女
院
は
い
と
あ

る
ま
じ
う
堪
へ
が
た
き
事
に
ぞ
の
た
ま
は
せ
侍
り
。」

（
一
六
〇
・
一
六
一
頁
）

（
31
）　

帝
の
人
物
や
為
政
に
対
す
る
評
言
が
増
加
す
る
傾
向
も

指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
本
学
教
授
）
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